
［3］確定申告書等への明細書の添付

　確定申告書には、課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課
税仕入れ等の税額等に関する付表（明細書）を添付する必要があ
ります。仮決算による中間申告書及び還付請求申告書についても
同様です。
　申告書に添付する付表は、申告書の一般用・簡易課税用の別によ
り、また、旧税率が適用された取引の有無により異なります。（注12）
　確定申告書（一般用）の「⑧欄（控除不足還付税額）」に金額の
記載があるため、還付を受けようとする事業者は、申告書に添付
する付表とは別に「消費税の還付申告に関する明細書」を添付す
る必要があります。

注12

これらの付表は税務署窓口
に備え付けてあるほか、国
税庁ホームページからもダ
ウンロードできます。

注13

特例基準割合とは、各年の
前々年の10月から前年の9
月までの各月における銀行
の新規の短期貸出約定平均
金利の合計を12で除して
得た割合として各年の前年
の12月15日までに財務大
臣が告示する割合に、年1
％の割合を加算した割合を
いいます。

●消費税及び地方消費税の納税が遅れると、確定申告・中間申告のいずれの場合にも、法定納期限
（申告書の提出期限）の翌日から納付の日までの延滞税を本税と併せて納付する必要があります。

●納期限が経過し、督促状が送付されても納付されないときは、財産の差押えなどの滞納処分を受け
る場合があります。
●法令の要件に該当するときには、財産の差押えや換価（売却）が猶予される制度の適用を受けることができ
ますので、納期限までに納付できない事情がある場合は、お早めに税務署（徴収担当）にご相談ください。

申告・納付についてのご注意！

納期限

外国貨物を保税地域から
引き取る時まで

　申告納税方式が適用される課税貨物（外国貨物のうち消費税が課税さ

れるもの）を保税地域から引き取ろうとする者（注14）は、課税貨物を保

税地域から引き取る時までに、その保税地域の所轄税関長に輸入申告書

を提出するとともに、引き取る課税貨物に課される消費税額と地方消費

税額（貨物割）を併せて納付します。

　なお、課税貨物については、税関長の承認を受けることによる、納期

限の延長制度が設けられています。

2. 輸入取引の場合

注14

事業者に限らず、消費者で
ある個人も含みます。

所轄税関長に輸入申告書を
提出し、消費税額及び地方
消費税額を納付

申告の手続き

（修正申告及び期限後申告による納付の場合には、延滞税の計算期間及び割合が異なる場合がありますので、税務署に
ご相談ください。）

納期限の翌日から2月を経過する日まで

納期限の翌日から2月を経過した日以後

年「7.3％」と「特例基準割合（注13）＋１％」のいずれか低い割合

年「14.6％」と「特例基準割合（注13）＋7.3％」のいずれか低い割合

※各年の延滞税の割合は、国税庁ホームページにも掲載しています。

［延滞税の割合］

納税地はどこですか？ １3
この章では、消費税を納めるべき「納税地」の、国内取引と輸入取引の

場合について説明します。

1. 国内取引の納税地

　国内取引についての消費税及び地方消費税の納税地は次のとおりです。

2. 輸入取引の納税地

　保税地域から引き取られる外国貨物についての消費税及び地方消費税の納

税地は、保税地域の所在地となります（注3）。

2以上ある場合は主たるものの所在地。注2

国内に住所及び居所（事務所等を除きます。）がない個人事業者又は国内に本店若しくは事務所がない法人については、納税管理人
を選任する必要があります。

注1

納税地の特例。

指定されるべき納税地が所
轄国税局長の管轄区域以外
の地域にある場合は、国税
庁長官。

注4

注5

関税法第67条の19の規定
の適用を受けて輸入申告を
する課税物品に係る納税地
は、当該輸入申告に係る税
関長の所属する税関の所在
地となります。

注3

事業者

個
人
事
業
者

法
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納税地条　件（注1）

国内に住所を有する場合 住所地

国内に住所を有せず、居所を有する場合

国内に住所及び居所を有せず、
事務所等を有する場合

居所地

事務所等の所在地（注2）

内国法人の場合

内国法人以外の法人で
国内に事務所等を有する法人の場合

本店又は主たる事務所の所在地

事務所等の所在地（注2）

●個人事業者が所得税法の規定（注4）により、住所地に代えて、居所地又

は事務所等の所在地を納税地として選択した場合には、消費税及び地方

消費税もその選択した居所地又は事務所等の所在地が納税地になります。

●消費税及び地方消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、

その納税地の所轄国税局長（注5）は、適当とする納税地を指定すること

ができます。

●事業者は、資産の譲渡等に係る消費税及び地方消費税の納税地に異動が

あった場合は、異動があった後遅滞なく、異動前の納税地の所轄税務署

長に「消費税異動届出書」を提出することとされています。

●相続があった場合の被相続人（亡くなられた方）の資産の譲渡等に係る

消費税及び地方消費税の納税地は、相続人の納税地ではなく、その被相

続人の納税地となります。
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延滞税特例基準割合とは、
各年の前々年の9月から前
年の8月までの各月におけ
る銀行の新規の短期貸出約
定平均金利の合計を12で除
して得た割合として各年の
前年の11月30日までに財
務大臣が告示する割合に、
年1％の割合を加算した割
合をいいます。

（原則、申告書の提出期限）の翌日から納付の日までの延滞税を本税と併せて納付する必要があります。

延滞税

延滞税

●個人事業者が所得税法の規定（注4）により、住所地に代えて、居所地又は事務所等の
所在地を納税地として選択した場合には、消費税及び地方消費税もその選択した居
所地又は事務所等の所在地が納税地になります。

●消費税及び地方消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税
地の所轄国税局長（注5）は、適当とする納税地を指定することができます。

●法人は、資産の譲渡等に係る消費税及び地方消費税の納税地に異動があった場合は、
異動があった後遅滞なく、異動前の納税地の所轄税務署長に「法人の消費税異動届
出書」を提出することとされています（参照→P62注10）。

●個人事業者は、資産の譲渡等に係る消費税及び地方消費税の納税地の異動に係る
「消費税異動届出書」の提出は不要です。

　なお、納税地に異動があった場合は、確定申告時に、異動後の納税地を消費税の申
告書に記載し、異動後の納税地の所轄税務署長に提出することとされています。

　また、国税当局からの各種送付文書の送付先の変更等のため、異動後の納税地の所
轄税務署長に年の途中で「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」
を提出することもできます。

●相続があった場合の被相続人（亡くなられた方）の資産の譲渡等に係る消費税及び地
方消費税の納税地は、相続人の納税地ではなく、その被相続人の納税地となります。

。（注3）
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